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(57)【要約】
　本発明は、検知要素のアレイと、検知要素のアレイに
接続される読出し回路と、指紋検知デバイスの検知面に
指候補が触れているかどうかを検出するための指検出回
路とを備える指紋検知デバイスに関する。指紋検知デバ
イスは、アクティブ状態と非アクティブ状態との間で制
御可能である。指紋検知デバイスが非アクティブ状態で
あるとき、指検出回路は、指紋検知デバイスの検知面に
もはや指候補が触れていないときを示すための指欠測信
号を提供するように構成される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指紋検知デバイスの検知面に触れている指の指紋パターンを検知し、前記指紋パターン
の表現を提供するための指紋検知デバイスであって、
　前記指紋パターンを検知するための検知要素のアレイと、
　前記検知要素のアレイに接続される読出し回路と、
　前記指紋検知デバイスの前記検知面に指候補が触れているかどうかを検出するための指
検出回路と
を備え、
　前記指紋検知デバイスが、アクティブ状態エネルギー消費を伴うアクティブ状態と前記
アクティブ状態エネルギー消費よりも低い非アクティブ状態エネルギー消費を伴う非アク
ティブ状態との間で制御可能であり、
　前記指紋検知デバイスが前記アクティブ状態であるとき、前記検知要素のアレイ中の各
検知要素が、前記指と前記検知要素との間の局所的な距離を示す検知信号を提供するよう
に制御可能であり、前記指読出し回路が、前記検知要素の各々からの前記検知信号を読み
出して、前記検知要素からの前記検知信号に基づいて前記指紋パターンの前記表現を提供
するように制御可能であり、
　前記指紋検知デバイスが前記非アクティブ状態であるとき、前記指検出回路が、前記指
紋検知デバイスの前記検知面にもはや前記指候補が触れていないときを示すための指欠測
信号を提供するように構成される、指紋検知デバイス。
【請求項２】
　前記指紋検知デバイスが前記非アクティブ状態であるとき、前記指検出回路が、前記指
候補と前記検知面との間の最短距離が少なくとも１ミリメートルであるように、前記指候
補が前記指紋検知デバイスの前記検知面から取り除かれたときを示すために前記指欠測信
号を提供するように構成される、請求項１に記載の指紋検知デバイス。
【請求項３】
　前記指紋検知デバイスが前記非アクティブ状態であるとき、前記指検出回路が、前記指
候補が前記指紋検知デバイスの前記検知面に触れているときを示すための指検出信号を提
供するようにさらに構成される、請求項１または２に記載の指紋検知デバイス。
【請求項４】
　前記指紋検知デバイスが、前記指欠測信号を外部に提供するための指検出出力を備える
、請求項１から３のいずれか一項に記載の指紋検知デバイス。
【請求項５】
　前記指検出回路が、個別の検出事象において前記指候補が前記指紋検知デバイスの前記
検知面に触れているかどうかを検出するように構成される、請求項１から４のいずれか一
項に記載の指紋検知デバイス。
【請求項６】
　少なくとも２つの連続した検出事象において前記指候補が前記指紋検知デバイスの前記
検知面にもはや触れていないことを前記指検出回路が検出したときにだけ、前記指欠測信
号が提供される、請求項５に記載の指紋検知デバイス。
【請求項７】
　前記検知要素の各々からの前記検知信号が前記指と前記検知要素との間の容量性結合を
示す、請求項１から６のいずれか一項に記載の指紋検知デバイス。
【請求項８】
　前記指紋検知デバイスが導電性指検出構造をさらに備え、
　前記指検出回路が、
　前記指検出構造と前記指候補との間の前記容量性結合が、閾値の容量性結合より上の第
１の値から前記閾値の容量性結合より下の第２の値に変わることに応答して、前記指欠測
信号を提供するように構成される、請求項１から７のいずれか一項に記載の指紋検知デバ
イス。
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【請求項９】
　前記第１の値が第１の閾値の容量性結合より上であり、前記第２の値が第２の閾値の容
量性結合より下であり、前記第２の閾値の容量性結合が前記第１の閾値の容量性結合より
も弱い、請求項８に記載の指紋センサ。
【請求項１０】
　電子デバイスであって、
　請求項１から９のいずれか一項に記載の指紋検知デバイスと、
　前記電子デバイスの動作を制御するための処理回路と、
　前記処理回路が前記指紋検知デバイスの動作を制御することを可能にするための指紋セ
ンサインターフェースと
を備え、
　前記処理回路が、
　前記指紋検知デバイスを制御して、前記指紋センサインターフェースを介して前記処理
回路に指候補の第１の候補表現を提供し、
　前記第１の候補表現を評価し、
　前記指候補が指と認定することができないと前記評価が示すとき、前記指紋検知デバイ
スを制御して、前記指検出回路が前記指欠測信号を提供した後にのみ前記指候補の第２の
候補表現を提供するように構成される、電子デバイス。
【請求項１１】
　前記指候補を指と認定することができないと前記評価が示すとき、前記処理回路が、前
記指紋検知デバイスを前記指紋検知デバイスの非アクティブ状態に制御するようにさらに
構成される、請求項１０に記載の電子デバイス。
【請求項１２】
　前記指紋検知デバイスが前記指欠測信号を外部に提供するための指検出出力を備え、
　前記処理回路が前記指欠測信号を受け取るために前記指検出出力に接続される、請求項
１０または１１に記載の電子デバイス。
【請求項１３】
　前記電子デバイスがディスプレイデバイスをさらに備え、
　前記処理回路が、
　前記指候補が指と認定することができると前記評価が示すときに、
　　記憶した登録表現を取り出し、
　　前記第１の候補表現に基づいて認証表現を生成し、
　　前記登録表現と前記認証表現とを比較し、
　前記比較が認証成功を示すとき、
　　前記ディスプレイデバイスをアクティブ化し、
　　ユーザに前記認証成功を示すように前記ディスプレイデバイスを制御する
ようにさらに構成される、請求項１０から１２のいずれか一項に記載の電子デバイス。
【請求項１４】
　指検出回路を備える指紋検知デバイスの動作を制御する方法であって、前記指紋検知デ
バイスがアクティブ状態エネルギー消費を伴うアクティブ状態と前記アクティブ状態エネ
ルギー消費よりも低い非アクティブ状態エネルギー消費を伴う非アクティブ状態との間で
制御可能であり、
　前記指紋検知デバイスが前記指紋検知デバイスの非アクティブ状態であるとき、前記指
検出回路を使用して、指候補が前記指紋検知デバイスの検知面に触れているかどうかを検
出するステップと、
　前記指候補が前記指紋検知デバイスの前記検知面に触れているとき、指検出信号を提供
するステップと、
　前記指紋検知デバイスの前記検知面にもはや前記指候補が触れていないとき、指欠測信
号を提供するステップと
を含む、方法。
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【請求項１５】
　電子デバイスを制御する方法であって、前記電子デバイスが、
　指紋検知デバイスの検知面に触れている指の指紋パターンを検知するための指紋検知デ
バイスであって、アクティブ状態エネルギー消費を伴うアクティブ状態と前記アクティブ
状態エネルギー消費よりも低い非アクティブ状態エネルギー消費を伴う非アクティブ状態
との間で制御可能である指紋検知デバイスと、
　前記電子デバイスの動作を制御するための処理回路と、
　前記処理回路が前記指紋検知デバイスの動作を制御することを可能にするための指紋セ
ンサインターフェースと
を含み、前記方法が、請求項１４に記載のステップを含み、
　前記指紋検知デバイスを制御して、前記指紋センサインターフェースを介して前記処理
回路に指候補の第１の候補表現を提供するステップと、
　前記指紋パターンの前記表現を評価するステップと、
　前記指候補が指と認定することができないと前記評価が示すとき、前記指紋検知デバイ
スを制御して、前記指検出回路が前記指欠測信号を提供した後にのみ前記指候補の第２の
候補表現を提供するステップと
をさらに含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指紋検知デバイスおよび指紋パターンを検知する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　安全性の増大および／またはユーザの利便性の向上をもたらすため、様々なタイプの生
体測定システムがますます使用されている。
【０００３】
　特に、指紋検知システムは、指紋検知システムの小さい形状因子、高い性能、およびユ
ーザ受容のおかげで、たとえば、家庭用電子デバイスで採用されてきた。
【０００４】
　指紋検知システムの低いエネルギー消費を可能にするために、指紋検知システムは、指
紋検知システム内に含まれる指紋検知デバイス上に指があるときにだけ動作するべきであ
る。一方で、指紋検知システムは、検知デバイス上に指が存在するかどうかを別個に決定
すること、および指が検知デバイス上に置かれているときに指の指紋パターンを検知する
ことを要求され得る。
【０００５】
　米国特許第８，０３１，０４６号は、指検知電極が、互いにバス接続され、典型的には
オンに維持されるバス接続された電極増幅器に接続され得る、指検知デバイスを開示する
。サンプルホールドおよびデコーダ回路が、バス接続された電極増幅器に接続され、バス
接続された電極グループから平均電力を出力することができ、平均電力は、閾値レベルと
比較される。平均電力が閾値レベルよりも大きい場合、指が存在すると決定され、指紋画
像が取得される。
【０００６】
　米国特許第８，０３１，０４６号により提案された解決策は、多少エネルギー効率的な
指検出機能性を可能にするように見えるが、依然として改善する余地があると思われる。
【発明の概要】
【０００７】
　従来技術の上述および他の欠点に鑑みて、改善した指紋検知デバイスおよび指紋パター
ンを検知する方法を達成すること、特に、指紋検知デバイスのさらにエネルギー効率的な
動作を可能にすることが、本発明の目的である。
【０００８】
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　したがって、本発明の第１の態様によれば、指紋検知デバイスの検知面に触れている指
の指紋パターンを検知し、指紋パターンの表現を提供するための指紋検知デバイスが提供
され、指紋検知デバイスは、指紋パターンを検知するための検知要素のアレイと、検知要
素のアレイに接続される読出し回路と、指紋検知デバイスの検知面に指候補が触れている
かどうかを検出するための指検出回路とを備え、指紋検知デバイスがアクティブ状態エネ
ルギー消費を伴うアクティブ状態とアクティブ状態エネルギー消費よりも低い非アクティ
ブ状態エネルギー消費を伴う非アクティブ状態との間で制御可能であり、指紋検知デバイ
スがアクティブ状態であるとき、検知要素のアレイ中の各検知要素が、指と検知要素との
間の局所的な距離を示す検知信号を提供するように制御可能であり、指読出し回路が、検
知要素の各々からの検知信号を読み出して、検知要素からの検知信号に基づいて指紋パタ
ーンの表現を提供するように制御可能であり、指紋検知デバイスが非アクティブ状態であ
るとき、指検出回路が、指紋検知デバイスの検知面にもはや指候補が触れていないときを
示すための指欠測信号を提供するように構成される。
【０００９】
　検知要素は、たとえば、各々が、その特定の検知要素とセンサ面に触れている指表面と
の間の容量性結合を示す測定値を提供する、容量性検知要素であってよい。指紋の隆起に
対応する場所の検知要素は、指紋の谷間に対応する場所の検知要素より強い容量性結合を
指に対して呈することになる。
【００１０】
　しかし、本発明の様々な実施形態は、特定の指紋検知技術を利用する検知要素を備える
指紋検知デバイスに限定されず、たとえば、光学式、熱式、または圧電式指紋センサなど
に、均等に適用可能である。
【００１１】
　検知面は、保護コーティングの上面であることができ、検知要素は、保護コーティング
を通して指紋パターンを検知することができる。実施形態では、保護コーティングは、ガ
ラスカバーシートを備えることができる。
【００１２】
　読出し回路は、たとえば、検知要素によって提供される検知信号を受け取るための回路
と、適用可能な場合、アナログ検知信号を指紋パターンのデジタル表現に変換するための
アナログデジタル変換回路とを備えることができる。
【００１３】
　「指候補」という用語は、指である可能性がある物体と理解されたい。特に、「指候補
」は、真の指に十分に似ており、指紋検知デバイスを、指紋検知デバイスの非アクティブ
状態からアクティブ状態へと移行させることができる。たとえば、指候補は、真の指と類
似した導電性を有する場合がある。もちろん、「指候補」は、典型的には真の指であって
よい。
【００１４】
　指紋検知デバイスの「非アクティブ」状態では、指紋検知デバイスは、非常に限定され
た機能性を有する場合がある。たとえば、指紋検知デバイスは、完全な指紋画像を検知し
て完全な指紋画像を外部に提供することが可能でない場合がある。非アクティブ状態では
、指紋検知デバイスの電流消費は、μΑ程度であってよい。
【００１５】
　指紋検知デバイスの「アクティブ」状態では、指紋検知デバイスは、指紋画像を取得し
て指紋画像を外部に提供することができる。アクティブ状態では、指紋検知デバイスの電
流消費は、ｍΑ程度であってよい。
【００１６】
　指検出回路は、専用の指検出回路であってよく、または検知要素のセットが指検出回路
として使用されてもよい。さらに、指検出回路によって実行される指候補検出は、アナロ
グ検出信号に直接基づいて、および／またはアナログ検出信号のデジタル表現に基づいて
よい。
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【００１７】
　検知した指紋パターンは、生体測定登録もしくは認証、または指紋パターンベースのナ
ビゲーションなどの、様々な目的で使用することができる。
【００１８】
　本発明は、指紋検知デバイスが指候補の接触の終了を示すことができる場合、指紋検知
デバイスを備える電子デバイスの平均電力消費を減少させることができるという認識に基
づく。本発明者らは、指紋検知デバイスが指紋検知デバイスの非アクティブ状態であると
きに、指候補の接触の終了を指紋検知デバイスが示すことができる場合、特に有利である
とさらに理解した。これは、たとえば、既に評価されており、偽であること、および／ま
たは不十分な品質であることが見いだされた指候補の画像取得を繰り返すことを防止する
ために使用することができる。加えて、認証失敗の事象において、指紋検知デバイスを、
指紋検知デバイスの非アクティブ状態へと制御して、指が指紋センサの面から取り除かれ
て再びそこに置かれるまで、新しい（指紋画像などの）指紋の表現を証明することを防ぐ
ことができる。
【００１９】
　画像取得が不要に繰り返される危険をさらに減らすために、指検出回路は、指候補が、
少なくとも１ミリメートル離れるなど、検知面から十分に遠ざけられたときにだけ、指欠
測信号を提供するように構成することができる。
【００２０】
　様々な実施形態によれば、指検出回路は、指紋検知デバイスが指紋検知デバイスの非ア
クティブ状態であるときに、指候補が指紋検知デバイスの検知面に触れているときを示す
ための指検出信号を提供するようにさらに構成することができる。
【００２１】
　さらに、指紋検知デバイスは、指欠測信号（および／または、適用可能な場合、指検出
信号）を外部に提供するための、指検出出力を有利に備えることができる。
【００２２】
　指欠測信号（および／または、指検出信号）は、デジタル割込信号として提供すること
ができる。このことによって、ホストシステムは、指紋検知デバイスを指紋検知デバイス
のアクティブ状態へと制御して、さらなる評価のために指紋検知デバイスが指紋候補表現
を取得するように制御するなどの、好適な動作を行うことが可能になることになる。代替
的に、または組み合わせて、指紋検知デバイスは、指検出回路の出力に応答して、指紋検
知デバイスの非アクティブ状態から指紋検知デバイスのアクティブ状態へと、指紋検知デ
バイス自体を制御することができる。
【００２３】
　実施形態によれば、個別の検出事象において、指候補が指紋検知デバイスの検知面に触
れているかどうかを検出するように指検出回路を構成することができる。
【００２４】
　そのような実施形態では、指検出回路からの出力の精度を増加させるために、少なくと
も２つの連続した検出事象において、指候補が指紋検知デバイスの検知面にもはや触れて
いないことを指検出回路が検出したときにだけ、指欠測信号を提供することができる。
【００２５】
　同様に、指検出回路が上述の指検出信号を提供するようにさらに構成される実施形態で
は、少なくとも２つの連続した検出事象において、指候補が指紋検知デバイスの検知面に
触れていることを指検出回路が検出したときにだけ、指検出信号を提供することができる
。
【００２６】
　様々な実施形態によれば、さらに、検知要素の各々からの検知信号は、指と検知要素と
の間の容量性結合を示すことができる。
【００２７】
　これらの実施形態では、検知要素の各々は、導電性検知構造と、検知構造と指との間の
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電位差の変化からもたらされる、検知構造によって運ばれる電荷の変化を示す検知信号を
提供するため検知構造に接続される電荷増幅器とを備えることができる。
【００２８】
　さらに、指紋検知デバイスは、導電性指検出構造をさらに備えることができ、指検出回
路は、指検出構造と指候補との間の容量性結合が、閾値の容量性結合より上の第１の値か
ら閾値の容量性結合より下の第２の値に変わることに応答して、指欠測信号を提供するよ
うに構成することができる。閾値の容量性結合は、たとえば、閾値電圧によって表すこと
ができる。さらに、閾値の容量性結合を予め規定することができ、または検知した信号に
基づいて閾値の容量性結合を動的に決定することができる。たとえば、閾値の容量性結合
は、検知した雑音レベルに基づくことができる。
【００２９】
　実施形態では、画像取得が不要に繰り返される危険をさらに減らすために、第１の値が
第１の閾値の容量性結合の上であってよく、第２の値が第２の閾値の容量性結合より下で
あってよく、第２の閾値の容量性結合は第１の閾値の容量性結合よりも弱い。
【００３０】
　これらの実施形態では、第１の閾値の容量性結合は、指候補が検知面と接触しているこ
とを示すことができ、第２の閾値の容量性結合は、依然として指候補を指検出回路が検出
できるが、指候補と検知面との間に少なくとも１ミリメートル以上などといった、指候補
と検知面との間に空気があることを示すことができる。
【００３１】
　本発明の様々な実施形態にしたがう指紋検知デバイスは、電子デバイス中の有利に備え
られてよく、電子デバイスの動作を制御するための処理回路、および処理回路が指紋検知
デバイスの動作を制御することを可能にするための指紋センサインターフェースをさらに
含み、処理回路が、指紋検知デバイスを制御して、指紋センサインターフェースを介して
処理回路に指候補の第１の候補表現を提供し、第１の候補表現を評価し、指候補が指と認
定することができないと評価が示すとき、指紋検知デバイスを制御して、指検出回路が指
欠測信号を提供した後にのみ指候補の第２の候補表現を提供するように構成される。
【００３２】
　処理回路は、ハードウェア、および／または１つまたはいくつかのプロセッサ上で動作
するソフトウェアとして実現することができる。
【００３３】
　指候補が指と認定することができないと第１の候補表現の評価が示すとき、処理回路は
、たとえば、指紋検知デバイスを制御して、指候補がもはやセンサ面に触れていないこと
を最初に示し、次いで、指候補が次にセンサ面上に置かれたという新しい、第２の候補表
現を指紋検知デバイスが提供するような制御に進むように指紋検知デバイスを構成するこ
とによって、指欠測検出の後にのみ第２の候補表現を提供することができる。あるいは、
処理回路は、新しい指候補が検出された最初の検出のときを、処理回路に示すように指紋
検知デバイスを構成することができる。処理回路は、次いで、指紋検知デバイスが新しい
候補表現を取得するような制御に進むことができる。
【００３４】
　したがって、指欠測信号は、指紋検知デバイスの構成に依存して、指紋センサインター
フェースを介して指紋検知デバイスから処理回路に外部的に、または指紋検知デバイス中
で内部的に提供することができる。後者の場合、指欠測信号は、たとえば、指紋検知デバ
イスの読出し回路（ステートマシン）に提供することができる。
【００３５】
　実施形態では、処理回路は、指候補を指と認定することができないと評価が示すとき、
指紋検知デバイスを指紋検知デバイスの非アクティブ状態に制御するように、さらに有利
に構成することができる。
【００３６】
　指紋検知デバイスは、こうして、センサ面に触れている「非適格な」指候補が存在する
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限り、指紋検知デバイスのアクティブ状態よりもはるかに少ないエネルギーを消費するこ
とになる。
【００３７】
　様々な実施形態によれば、電子デバイスはディスプレイデバイスをさらに備えることが
でき、処理回路は、指候補が指と認定することができると評価が示すときに、記憶した登
録表現を取り出し、第１の候補表現に基づいて認証表現を生成し、登録表現と認証表現と
を比較して、比較が認証成功を示すとき、ディスプレイデバイスをアクティブ化し、ユー
ザに認証成功を示すようにディスプレイデバイスを制御するようにさらに構成することが
できる。
【００３８】
　本発明の第２の態様によれば、指検出回路を備える指紋検知デバイスの動作を制御する
方法が提供され、指紋検知デバイスがアクティブ状態エネルギー消費を伴うアクティブ状
態とアクティブ状態エネルギー消費よりも低い非アクティブ状態エネルギー消費を伴う非
アクティブ状態との間で制御可能であり、方法が、指紋検知デバイスが指紋検知デバイス
の非アクティブ状態であるときに、指検出回路を使用して、指候補が指紋検知デバイスの
検知面に触れているかどうかを検出するステップと、指候補が指紋検知デバイスの検知面
に触れているときに、指検出信号を提供するステップと、指紋検知デバイスの検知面にも
はや指候補が触れていないとき、指欠測信号を提供するステップとを含む。
【００３９】
　本発明のこの第２の態様の実施形態にしたがう方法の方法ステップは、指紋検知デバイ
スの検知面に触れている指の指紋パターンを検知するための指紋検知デバイスであって、
アクティブ状態エネルギー消費伴うアクティブ状態とアクティブ状態エネルギー消費より
も低い非アクティブ状態エネルギー消費を伴う非アクティブ状態との間で制御可能である
指紋検知デバイスと、電子デバイスの動作を制御するための処理回路と、処理回路が指紋
検知デバイスの動作を制御することを可能にするための指紋センサインターフェースとを
含む、電子デバイスを制御する方法に含むことができる。加えて、このような電子デバイ
スなどを制御するこの方法は、指紋検知デバイスを制御して、指紋センサインターフェー
スを介して処理回路に指候補の第１の候補表現を提供するステップと、指紋パターンの表
現を評価するステップと、指候補が指と認定することができないと評価が示すとき、指紋
検知デバイスを制御して、指検出回路が指欠測信号を提供した後にのみ指候補の第２の候
補表現を提供するステップとを含む。
【００４０】
　本発明のこの第２の態様のさらなる実施形態、およびこの第２の態様を通して得られた
効果は、本発明の第１の態様について上で記載されたものと非常に類似している。
【００４１】
　要約すると、本発明は、検知要素のアレイと、検知要素のアレイに接続される読出し回
路と、指紋検知デバイスの検知面に指候補が触れているかどうかを検出するための指検出
回路とを備える指紋検知デバイスに関する。指紋検知デバイスは、アクティブ状態と非ア
クティブ状態との間で制御可能である。指紋検知デバイスが非アクティブ状態であるとき
、指検出回路は、指紋検知デバイスの検知面にもはや指候補が触れていないときを示すた
めの指欠測信号を提供するように構成される。
【００４２】
　本発明のこれらおよび他の態様は、ここで、本発明の例示的な実施形態を示す添付図面
を参照して、より詳細に説明されることになる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の例示的な実施形態にしたがう指紋検知デバイスを含む電子デバイスを概
略的に図示する図である。
【図２】図１ａ～図１ｂ中の電子デバイスのブロック図である。
【図３】図１ｂ中の指紋検知デバイスの一部の概略断面図である。
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【図４】本発明の実施形態にしたがう方法を概略的に図示する図である。
【図５】センサ面上の指候補の存在を示す信号の第１の例を概略的に示す図である。
【図６】センサ面上の指候補の存在を示す信号の第２の例を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　本詳細な説明では、本発明にしたがう電子デバイスの様々な実施形態は、主に、背面カ
バーの開口を通してアクセス可能な細長い指紋センサを備えるモバイルフォンを参照して
議論される。
【００４５】
　これは決して本発明の範囲を限定せず、たとえば、ラップトップコンピュータなどの他
のタイプの電子デバイスを等しく十分に含むことに留意されたい。さらに、指紋検知デバ
イスは、細長い必要はなく、実質的に正方形であってよい。さらに、指紋検知デバイスは
、モバイルフォンの前面もしくは側面上のボタンと一体化される、またはカバーガラスの
下に配置されるなど、電子デバイス中の任意の好適な場所に配置することができる。
【００４６】
　図１ａは、本発明にしたがう電子デバイスの例示的な実施形態を、筐体２および筐体２
中の開口を通してアクセス可能な一体化された指紋センサ３を有するモバイルフォン１の
形で、概略的に図示する。指紋センサ３は、たとえば、モバイルフォン１をアンロックす
るため、および／またはモバイルフォンを使用して実行されるトランザクションを認証す
るためなどに使用することができる。
【００４７】
　図１ｂは、指紋センサ３および筐体２と指紋センサ３の一体化の拡大図である。
【００４８】
　図１ａ中のモバイルフォンの概略ブロック図である図２を参照すると、モバイルフォン
１は、上述の指紋センサ３に加えて、ここでは、制御信号を示す線の矢印およびデータ転
送を示すブロック矢印によって概略的に示される、通信回路５、ユーザインターフェース
回路６、処理回路７、および指紋センサインターフェース８を備える。
【００４９】
　図２中に概略的に示されるように、指紋センサ３は、センサアレイ１０、ならびに、こ
こでは指検出構造１１ａ～１１ｂおよび指検出構造１１ａ～１１ｂに接続される指検出回
路１２の形で提供される指検出回路を備える。センサアレイ１０は、複数の検知要素１３
ａ～１３ｂを含む（図面が乱雑になるのを避けるために、図２では、２つの隣接する検知
要素だけが参照番号とともに示される）。指紋センサ３は、指検出回路１２からの指検出
信号および／または指欠測信号を外部に提供するため、指検出出力１４をさらに備える。
図２には示されないが、指紋検知デバイス３は、検知要素からの検知信号を変換するため
の読出し回路を追加で備え、センサ面に触れている指紋（または別の物体の表面構造）の
表現を提供する。例示的な読出し回路は、図３を参照して、下でさらに説明されることに
なる。
【００５０】
　上述の通信回路５は、たとえば、無線通信のための様々なアンテナおよび制御ユニット
のうちの１つまたはいくつかを備えてよく、上述のユーザインターフェース回路６は、た
とえば、ディスプレイ、マイクロフォン、スピーカ、および振動ユニットのうちの１つま
たはいくつかを備えてよい。
【００５１】
　図３は、線Ａ～Ａ’に沿った、センサアレイ５および指検出構造１１ａ～１１ｂをカバ
ーする保護誘電体最上層１６の上部に指１５が置かれている、図１ｂ中の指紋検知デバイ
ス３の一部の概略断面図である。図３を参照すると、指紋検知デバイス３は、導電性指駆
動構造（図３では図示せず）を介して指に電気的に接続される励起信号提供回路１９、複
数の検知要素１３ａ～１３ｂ、ならびに指検出構造１１ｂおよび指検出構造１１ｂに接続
される指検出回路１２を備える指検出配置構成を備える。
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【００５２】
　図３に概略的に示されるように、各々の検知要素１３ａ～１３ｂは、ここでは保護誘電
体最上層１６の下の金属板１７ａ～１７ｂの形での導電性検知構造、電荷増幅器１８ａ～
１８ｂ、および、それぞれの検知要素１３ａ～１３ｂの選択／アクティブ化を可能にする
ための単純な選択スイッチ２１ａ～２１ｂとして、ここでは機能的に図示される選択回路
を備える。
【００５３】
　電荷増幅器１８ａ～１８ｂは、検知構造１７ａ～１７ｂに接続される第１の入力（ネガ
ティブ入力）２５ａ～２５ｂ、センサグランドまたは別の基準電位に接続される第２の入
力（ポジティブ入力）２６ａ～２６ｂ、および出力２７ａ～２７ｂを有する演算増幅器（
ＯＰアンプ）２４ａ～２４ｂとして、ここでは概略的に図示される、少なくとも１つの増
幅器段を備える。加えて、電荷増幅器１８ａ～１８ｂは、第１の入力２５ａ～２５ｂと出
力２７ａ～２７ｂとの間に接続されるフィードバックキャパシタ２９ａ～２９ｂ、および
、ここでは、フィードバックキャパシタ２９ａ～２９ｂの制御可能な放電を可能にするた
めのスイッチ３０ａ～３０ｂとして、ここでは機能的に図示されるリセット回路を備える
。電荷増幅器１８ａ～１８ｂは、フィードバックキャパシタ２９ａ～２９ｂを放電するよ
うにリセット回路３０ａ～３０ｂを動作させることによって、リセットすることができる
。
【００５４】
　ＯＰアンプ２４ａ～２４ｂが負帰還構成である場合によくあるように、第１の入力２５
ａ～２５ｂの電圧は、第２の入力２６ａ～２６ｂの電圧を追従する。特定の増幅器構成に
応じて、第１の入力２５ａ～２５ｂの電位は、第２の入力２６ａ～２６ｂの電位と実質的
に同じであってよく、または、第１の入力２５ａ～２５ｂの電位と第２の入力２６ａ～２
６ｂの電位との間に実質的に固定のオフセットがあってよい。図３の構成では、電荷増幅
器の第１の入力２５ａ～２５ｂは、仮想接地される。
【００５５】
　励起信号提供回路１９によって時間変動する電位が指１５に提供されると、検知構造１
７ａ～１７ｂと指１５との間に、対応する時間変動する電位差が生じる。
【００５６】
　上記の、指１５と検知構造１７ａ～１７ｂとの間の電位差の変化は、電荷増幅器１８ａ
～１８ｂの出力２７ａ～２７ｂ上の検知電圧信号Ｖｓをもたらす。
【００５７】
　示された検知要素１３ａ～１３ｂが検知するために選択されると、選択スイッチ２１ａ
～２１ｂが閉じられて、検知信号を読出し線３３に提供する。読出し線３３は、図２中の
センサアレイ５の行または列についての共通の読出し線であってよいが、図３では、マル
チプレクサ３６に接続されて示される。図３に概略的に図示されるように、センサアレイ
５の他の行／列からの追加の読出し線を、マルチプレクサ３６にやはり接続することがで
きる。
【００５８】
　マルチプレクサ３６の出力は、検知要素１３ａ～１３ｂから発信したアナログ信号をセ
ンサ２上の指１５の指紋パターンのデジタル表現へとサンプリングおよび変換するため、
サンプルホールド回路３７とアナログデジタル変換コンバータ３８に直列に接続される。
【００５９】
　図３に概略的に示されるように、指検出回路１２は、ここで、金属板の形での専用指検
出構造１１ｂ、電荷増幅器４０、および検出信号処理回路４１を備える。電荷増幅器４０
は、電荷増幅器１８ａ～１８ｂと原理的に同様であるが、上に記載した検知要素１３ａ～
１３ｂ中に備えられる。したがって、電荷増幅器４０は、指検出構造１１ｂに接続される
第１の入力（ネガティブ入力）４５、センサグランドまたは別の基準電位に接続される第
２の入力（ポジティブ入力）４６、および出力４７を有する演算増幅器（ＯＰアンプ）４
４として、ここでは概略的に図示される、少なくとも１つの増幅段を備える。加えて、電
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荷増幅器４０は、第１の入力４５と出力４７との間に接続されるフィードバックキャパシ
タ４９、および、フィードバックキャパシタ４９の制御可能な放電を可能にするためのス
イッチ５０としてここでは機能的に図示されるリセット回路を備える。電荷増幅器は、フ
ィードバックキャパシタ４９を放電するようにリセット回路５０を動作させることによっ
て、リセットすることができる。図３にやはり示されるように、電荷増幅器の出力は、指
１５と指検出構造１１ｂとの間の容量性結合を示す、（電圧の形での）指検出信号Ｓｄで
ある。
【００６０】
　図３には、指１５は、指とセンサアレイ５の検知板１７ａ～１７ｂとの間に所望の電位
差を提供するための励起回路１９および指検出構造４ａに接続されるように示される。こ
の所望の電位差は、指検知デバイス３が含まれる電子デバイス（モバイルフォン１など）
のグランドレベルに対して、指紋検知デバイスのグランドレベルを変えることによって、
代替的に提供できることに留意されたい。
【００６１】
　本発明にしたがう方法の例示的な実施形態は、ここで、図２および図３の図とともに、
図４の概略図を参照して説明されることになる。
【００６２】
　図５では、電子デバイス１の異なる例示的な機能状態が示される。異なる機能状態では
、電子デバイス１は、（指紋取得および認証に関係するプロセスおよびデバイスのために
）異なる量の電流を消費する。これは、異なる機能状態を表すボックスを異なる位置に配
置することによって、図４に概略的に示される。この特定の例では、電子デバイス（モバ
イルフォン１など）のディスプレイは現在アクティブでなく、上で言及されたように、バ
ックグラウンドで行われる通信、ＧＰＳ関連のプロセスなど、他のプロセスからもたらさ
れる電流消費は無視されるということが仮定されている。
【００６３】
　下の点線５５の下では、指紋検知デバイス３は、指紋検知デバイスの非アクティブ状態
であり、電子デバイス１の処理回路７は、何ら指紋関連のプロセスを実施していない。下
の点線５５と上の点線５６との間では、指紋検知デバイス３は、指紋検知デバイスのアク
ティブ状態であり、処理回路７は、指紋関連のプロセスを実施する。上の点線５６の上で
は、処理回路７は、（ディスプレイなどの）ユーザインターフェース回路６をさらにアク
ティブ化している。
【００６４】
　モバイルフォン１が最初に非アクティブ化されて、ユーザのポケットまたはハンドバッ
グの中にあると仮定すると、ディスプレイおよび指紋センサ３は非アクティブであると仮
定される。モバイルフォン１は、次いで、「指検出」状態１００になることになる。この
状態では、指紋センサ３は、指紋センサ３の非アクティブ状態であり、この特定の例では
、指候補が指紋センサ３の検知面に触れているかを検出するために、指検出回路だけが周
期的にアクティブである。
【００６５】
　指候補がセンサ面に触れていると指検出回路１２が決定すると、指検出回路は、指紋セ
ンサ３の指検出出力１４上に割込出力として指検出信号を提供する。指検出信号は、モバ
イルフォン１を「画像キャプチャ」状態１０１へと移行させる。この状態では、モバイル
フォン１の処理回路７（の指紋処理部）がアクティブ化される。処理回路７は、今度は、
指紋センサ３を指紋センサ３の非アクティブ状態から指紋センサ３のアクティブ状態へと
制御し、指紋センサ３を制御して、センサ３に触れている指候補の第１の候補表現（完全
な、または部分的なデジタル画像など）を取得する。あるいは、指紋センサ３は、指検出
に応答して、上述の第１の候補表現を提供するコマンドを受け取る準備を整えるため、指
紋センサ３自体を起動することができる。
【００６６】
　第１の候補表現が取得されたら、モバイルフォン１は、「画像認定」状態１０２に移行
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し、ここで、第１の候補表現が指紋パターンの表現の可能性があるかを処理回路７が決定
する。これを行う様々な方法がある。たとえば、妥当な隆起間距離を有する隆起が存在す
れば、第１の候補表現が、指紋パターンの表現の可能性があると認定するのに十分とする
ことができる。コインまたは指先以外のユーザの肌の別の部分など、指以外の何かによっ
て「指検出」信号がトリガされる場合、予期される隆起間距離を有する隆起がなく、第１
の候補表現は認定されないことになる。
【００６７】
　第１の候補表現が指紋から生じた可能性はないと考えられる場合をまず考慮すると、モ
バイルフォン１は、「指欠測」状態１０３に移行する。このことは、「画像認定」状態１
０２から「指欠測」状態１０３への線上に「認定されない」というラベルによって示され
る。
【００６８】
　「指欠測」状態１０３では、指紋センサ３は、指紋センサ３の非アクティブ状態であり
、指検出回路１２は、指候補が指紋センサ３の検知面に触れているかを検出し、指候補が
検知面にもはや触れていないときは指欠測信号を提供するように（少なくとも断続的に）
アクティブである。
【００６９】
　指欠測信号が指検出回路１２によって提供されると、電子デバイス１は、「指欠測」状
態１０３から移行する。
【００７０】
　一実施形態によれば、図４に実線で示されるが、電子デバイス１は、「スリープ＆待機
」状態１０４に移行し、ここで、処理回路７は、指紋センサ３を指紋センサ３のアクティ
ブ状態へと一時的に制御し、新しい指候補の接触を信号伝達するように指紋センサ３（指
検出回路１２）を構成して、指紋センサ３を指紋センサ３の非アクティブ状態へと戻して
移行する。これによって、電子デバイス１は、上記の「指検出」状態１００に戻った。
【００７１】
　別の実施形態によれば、図４の点線によって示されるが、電子デバイス１は、指欠測信
号が提供されると、上記の「指検出」状態１００へと直接移行する。
【００７２】
　さらに上の、「画像認定」状態１０２の説明に戻ると、取得した第１の候補表現（画像
）が指の可能性があると認定することができると見いだすと、電子デバイス１が、「認証
」状態１０５に移行する結果となる。「認証」状態１０５では、候補の指の登録表現がメ
モリから取り出され、候補の指の認証表現が候補表現に基づいて形成される。認証表現は
、登録表現と比較され、認証結果に到達する。認証表現を形成すること、および認証表現
を記憶した登録表現と比較することについての様々な手順は、当業者にはよく知られてい
る。
【００７３】
　図４で「失敗」と示される認証失敗の場合では、電子デバイス１は、上記のように、「
指欠測」状態１０３に移行する。
【００７４】
　図４で「成功」と示される認証成功の場合には、電子デバイス１は、「作動」状態１０
６に移行し、ここでは、ディスプレイ（または他のユーザインターフェース回路）がアク
ティブ化され、認証結果をユーザに通信し、認証成功で必要なタスクを実行する。
【００７５】
　連続する、何回かの失敗した認証試行の場合には、電子デバイスは、「代替認証」状態
１０７に移行する場合があり、ここでは、ディスプレイ（または他のユーザインターフェ
ース回路）がアクティブ化され、認証結果をユーザに通信し、ユーザに、ＰＩＮコードを
入力することなど代替手段を使用して認証するように要求する。
【００７６】
　この方法の実施形態を通して、指紋センサ３および電子デバイス１の他の部分は、より
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長い期間の間、低電力モードを保つことができ、経時的に電子デバイスがより低いエネル
ギー消費となる結果となる。たとえば、さらに上で説明したように、指紋センサ３は、非
認定候補表現または認証失敗などの場合に、指紋センサ３の非アクティブ状態へと直接移
行することができ、指候補が指紋センサ３の検知面から取り除かれるまで、非アクティブ
状態にとどまることを可能にすることができる。
【００７７】
　指検出信号および指欠測信号は、具体的な適用例の要件に依存して様々な異なる方法で
提供することができる。指候補の存在の実際の検出は、純粋にアナログで、またはデジタ
ル信号に基づいてのいずれかであってよい。さらに、指候補の存在の検出は、有利に断続
的であってよく、指検出信号および指欠測信号の決定は、検出の信頼性を高めるために、
いくつかの連続した検出事象に基づいてよい。
【００７８】
　以下では、指検出回路１２による指検出信号および指欠測信号の決定の２つの例が、図
５および図６を参照して説明されることになる。これらの例では、指検出は、指１５と検
出構造１１ａ、１１ｂとの間の容量性結合を示す検出信号Ｓｄに直接基づく（図２および
図３を参照）。
【００７９】
　図５および図６の各々で、指検出信号Ｓｄは、指検出構造１１ａ、１１ｂと指１５（ま
たは他の物体）との間の閾値の容量性結合を示す閾値の値ＴＨに関して、経時的に変わる
ように示される。図５および図６の各々で、指検出信号Ｓｄのより高い値は、より強い容
量性結合を示す。これは単に説明のための例であり、指検出信号と上述の容量性結合との
間に別の関係があってよいことに留意されたい。たとえば、指検出回路１２の構成に依存
して、指検出信号Ｓｄのより低い値が、より弱い容量性結合を示してよい。
【００８０】
　最初に図５を参照して、指検出信号処理回路４１（図３）が、図５における数（０～４
）によって概略的に示される時間に、指検出信号Ｓｄをサンプリングする。これらの数は
、指検出信号および指欠測信号でより高い信頼性を達成するために使用されるフィルタ関
数を示す。指検出信号（図５において、「指検出」とラベル付けされる上側割込（ＩＲＱ
）信号）について、指検出信号Ｓｄが検出閾値ＴＨより上のときの連続したサンプルがカ
ウントされる。指検出信号Ｓｄが４回の連続した検出事象について検出閾値ＴＨより上の
とき、指検出信号は、「ロー」から「ハイ」となり、指候補が指紋センサ３の検知面に触
れていることを示す。
【００８１】
　同様に、指欠測信号（図５において、「指欠測」とラベル付けされる下側割込（ＩＲＱ
）信号）について、指検出信号Ｓｄが検出閾値ＴＨより下のとき（電子デバイス１が「指
欠測」状態であるとき）の連続したサンプルがカウントされる。指検出信号Ｓｄが４回の
連続した検出事象について検出閾値ＴＨより下のとき、指欠測信号は、「ロー」から「ハ
イ」となり、指候補が指紋センサ３の検知面にもはや触れていないことを示す。
【００８２】
　指検出信号および指欠測信号を提供する別の方法が、図６に概略的に図示されており、
ここでは、「指存在」信号が、指検出および指欠測の両方を示す。検出信号Ｓｄが検出閾
値ＴＨより上のとき、指存在信号はハイとなり、検出信号Ｓｄが検出閾値ＴＨより下とな
るまで、ハイのままである。
【００８３】
　当業者なら、本発明が上で説明した好ましい実施形態に決して限定されないことを理解
する。逆に、添付の特許請求の範囲内で、多くの修正形態および変形形態が可能である。
【００８４】
　特許請求の範囲において、「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という言葉は、他の要
素またはステップを排除せず、不定冠詞「ａ」または「ａｎ」は複数形を排除しない。単
一のプロセッサまたは他のユニットが、特許請求の範囲で言及されるいくつかの項目の機
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能を満足することができる。ある処置が相互に異なる従属請求項で言及されるという単な
る事実は、これらの処置の組合せを有利に使用できないことを示していない。コンピュー
タプログラムは、他のハードウェアと一緒に供給される、または他のハードウェアの一部
として供給される光学式記憶媒体または固体媒体などの好適な媒体上に記憶／分配するこ
とができるが、インターネットまたは他の有線もしくは無線遠隔通信システムを介してな
どの他の形で分配することもできる。特許請求の範囲における任意の参照符号は、範囲を
限定するものと考えるべきではない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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